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議案第 44号

専決処分について

秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22年法律第

6 7号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり専決処分した

ので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長 久喜 邦康
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専決処分書

秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22年法律

第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

平成 30年 3月 31日

秩父市長 久 喜邦 康
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秩父市税条例の一部を改正する条例

秩父市税条例(平成 17年秩父市条例第 65号)の一部を次のように改正する。

第 20条中「第 48条第 3項j を「第 48条第 5項Jに、 「第 52条」を「第 5

2条第 1項及び第4項j に、 「及び」を「並びにJに改める。

第 24条第 1項中「によって」を「により」に改める。

第 31条第 2項中「当該」を「同表のj に改める。

第 36条の 2第 2項中「によって」を「により Jに、 f第 2条第 2項ただし書J

を「第 2条第4項ただし書」に改め、同条第4項中「によってJを「により Jに、

「においてはJを「には」に改め、同条第 5項中「によってJを「により j に、 「に

おいては」を「にはJに、 「、第 1項Jを「、同項Jに改め、同条第 6項から第 8

項までの規定中「においては」を「には」に、 「の者」を「に掲げる者Jに改める。

第47条の 3中 r(以下この節Jを r(次条第 1項Jに改める。

第47条の 5第 1項中「においてはJを「にはj に、 「以下この節j を「次条第

2項」に改め、同条第 3項中「第 47条の 5第 1項J と」の次に「、 「の特別徴収

義務者J とあるのは r(問項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以

下同じ。)の特別徴収義務者」と Jを加える。

第48条第 7項中「第 52条第 2項Jを「第 52条第4項Jに改め、同項を同条

第 9項とし、同条第 6項を同条第 8項とし、同条第 5項中「第 3項の場合」を「第

5項の場合Jに改め、同項を同条第 7項とし、同条第4項を同条第 6項とし、同条

第 3項中「第 5項第 1号j を「第 7項第 1号j に改め、問項を伺条第 5項とし、同

条第 2項中「法の施行地に本庄若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する法人J

を「内国法人Jに、 「第 321条の 8第 24項」を「第 321条の 8第 26項Jに、

「前項」を「第 1項j に改め、同項を向条第4項とし、同条第 1項の次に次の 2項

を加える。

2 法の施行地に本庖又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条

において「内罰法人Jという。)が、租税特別措置法第 66条の 7第4項及び第

1 0項又は第 68条の 91第4項及び第 10項の規定の適用を受ける場合には、

法第 321条の 8第 24項及び令第48条の 12の2に規定するところにより、

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第 66条の 9の3第4項及び第 10項又は第 68 

条の 93の3第4項及び第 10項の規定の適用を受ける場合には、法第 321条

の8第 25項及び令第 48条の 12の3に規定するところにより、控除すべき額

を第 1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
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第 52条第 1項中「によってJを「により Jに改め、同条第 2項中「によって」

を「により Jに改め、同項を同条第4項とし、同条第 1項の次に次の 2項を加える。

2 第 48条第 7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第 7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人が法第 321条の 11第 1項又は第 3項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は

令第 48条の 16の2第 3項に規定する市民税にあっては、第 1号に掲げる期間

に限る。) J とあるのは、 「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があった日(その日が第 52条第 1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の

翌日以後 2月を経過した日より前である場合には、同日)から第 52条第 1項の

申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第 50条第 4項の規定は、第 1項の延滞金額について準用する。この場合にお

いて、間条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付す

べき市民税又は令第 48条の 15の5第4項に規定する市民税にあっては、第 1

号に掲げる期間に限る。) J とあるのは、 「当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があった日(その日が第 52条第 1墳の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後 2月を経過した日より前である場合には、同日)から同

条第 1項の申告書の提出期限までの期間J と読み替えるものとする。

第 52条に次の 2項を加える。

5 第 48条第ア項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第 7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正

の行為により市民税を免れた法人が法第 321条の 11第 1項又は第 3項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は

令第 48条の 16の2第 3項に規定する市民税にあっては、第 1号に掲げる期間

に限る。) Jとあるのは、 「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があった日(その日が第 52条第4項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後 2月を経過した日より前である場合には、同日)から第 52条第4

項の申告書の提出期限までの期間J と読み替えるものとする。

6 第 50条第4項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合にお

いて、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付す

べき市民税又は令第 48条の 15の 5第4項に規定する市民税にあっては、第 1
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号に掲げる期間に限る。) J とあるのは、 「当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があった日(その毘が第 52条第4項の連結法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後 2月を経過した日より前である場合には、同日)か

ら同条第4項の申告書の提出期限までの期間j と読み替えるものとする。

第 53条の 7中「第 2条第 2項ただし書Jを「第 2条第4項ただし書Jに改める。

附則第 3条の 2第 1項中「第 48条第 3項j を「第 48条第 5項j に改め、同条

第 2項中「第 52条j を「第 52条第 1項及び第4項」に、 「同条」を「これら」

に改める。

附員リ第 4条第 1項中「第 52条にJを「第 52条第 1項及び第4項にJに、 「問

項」を「前条第 2項j に、 「同条Jを「これらの規定j に改める。

附則第 10条の 2第 3項を削り、同条第4項中「鮒員Ij第 15条第 2項第 7号Jを

「附則第 15条第 2項第 6号Jに改め、同項を間条第 3項とし、同条中第 5項を第

4項とし、第 6項を第 5項とし、第 7項を第 6項とし、第 8項を第 7項とし、同項

の次に次の 1項を加える。

8 法附則第 15条第 32項第 1号ハに規定する設備について向号に規定する市町

村の条例で定める割合は、 3分の 2とする。

附則第 10条の 2第 16項中「附則第 15条の 8第4項j を「附則第 15条の 8

第 2項Jに改め、向項を同条第 20項とし、同条中第 15項を第 19項とし、第 1

2項から第 14項までを 4項ずつ繰り下げる。

鮒員リ第 10条の 2第 11項中「附則第 15条第 32項第 2号ハj を「附則第 15 

条第 32項第 3号ハj に改め、問項を同条第 15項とし、同条第 10項中「附良lj第

1 5条第 32項第 2号ロJを「附則第 15条第 32項第 3号ロ Jに改め、同項を同

条第 14項とし 同条第 9項中「附員lj第 15条第 32項第 2号イ」を「附則第 15 

条第 32項第 3号イ」に改め、同項を同条第 13項とし、同項の前に次の 4項を加

える。

9 法附則第 15条第 32項第 1号ニに規定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は、 3分の 2とする。

1 0 法附則第 15条第 32項第 1号ホに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で、定める割合は、 3分の 2とする。

1 1 法附則第 15条第 32項第 2号イに規定する設備について向号に規定する市

町村の条例で定める割合は、 4分の 3とする。

1 2 法附則第 15条第 32項第 2号ロに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は、 4分の 3とする。
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附則第 10条の 3第 3項第 2号中「附則第 12条第 17項Jを「附則第 12条第

8項Jに改め、同条第4項「鮒則第 15条の 8第4項Jを「附則第 15条の 8第 2

項」に、「附則第 12条第 21項第 1号ロJを「附則第 12条第 12項第 1号ロJに

改め、同条第 5項「附財第 15条の 8第 5項Jを「附則第 15条の 8第 3項Jに、

第 2号中「総則第 12条第 24項jを「附貝Ij第 12条第 15項jに、「同条第 17項」

を「同条第 8項Jに改め、伺条第 6項中「附則第 12条第 26項Jを「附則第 12 

条第 17項j に改め、同条第 7項中「附則第 7条第 9項各号」を「附則第 7条第 8

項各号」に改め、同項第4号中「附則第 12条第 30項Jを「附則第 12条第 21 

項Jに改め、伺項第 6号中「附則第 12条第 31項Jを「附員Ij第 12条第 22項j

に改め、同条第 8項中「附則第 7条第 10項各号Jを「附則第 7条第 9項各号」に

改め、伺項第 5号中「附則第 12条第 38項Jを「附則第 12条第 29項Jに改め、

伺条第 9項中「附則第 7条第 11項各号Jを「鮒則第 7条第 10項各号Jに改め、

同条第 10項中「附則第 7条第 12項各号j を「附則第 7条第 11項各号j に改め、

問項第 5号中「附則第 12条第 38項」を「附員Ij第 12条第 29項Jに改め、同条

第 11項中「附則第 7条第 14項j を「附則第 7条第 13項j に、「附則第 12条第

2 6項」を「附則第 12条第 17項j に改め、問項第 5号中「附則第 7条第 14項」

を「附則第 7条第 13項Jに改め、問項の次に次の 1項を加える。

1 2 法附則第 15条の 11第 1項の改修実演芸術公演施設について、問項の規定

の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した

日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成 18年富士交通省令第 110号)

第 10条第 2項に規定する第4号による通知書の写し及び主として劇場、音楽堂

等の活性化に関する法律(平成 24年法律第49号)第 2条第 2項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成

1 8年政令第 379号)第 5条第 3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条

第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
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(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から 3月を経過した後に申告書を提出

する場合には、 3月以内に提出することができなかった理由

附則第 11条の見出し中「平成 27年度から平成 29年度までj を「平成 30年

度から平成 32年度まで」に改め 同条第 6号中「にあってはj を「にはJに改め

る。

附員Ij第 11条の 2の見出し中「平成 28年度又は平成 29年度j を「平成 31年

度又は平成 32年度Jに改め、同条第 1項中「平成 28年度分又は平成 29年度分J

を「平成 31年度分又は平成 32年度分」に改め、同条第 2項中「平成 28年度適

用土地」を「平成 31年度適用土地Jに、 「平成 28年度類似適用土地j を「平成

3 1年度類似適用土地Jに、 「平成 29年度71J を f平成 32年度分」に改める。

附則第 12条の見出し中「平成 27年度から平成 29年度までj を「平成 30年

度から平成 32年度まで」に改め、同条第 1項中「平成 27年度から平成 29年度

まで」を「平成 30年度から平成 32年度までj に改め、同条第 2項及び第 3項中

「平成 27年度から平成 29年度までj を「平成 30年度から平成 32年度までJ

に、 「にあってはj を「には」に改め、同条第4項中「平成 27年度から平成 29 

年度までj を「平成 30年度から平成 32年度までJに、 「当該課税標準額Jを「前

年度分の回定資産税の課税標準額」に改め、同条第 5項中「平成 27年度から平成

2 9年度までj を「平成 30年度から平成 32年度まで」に改める。

附則第 12条の 2中「平成 27年度から平成 29年度まで」を「平成 30年度か

ら平成 32年度まで」に改める。

附則第 13条(見出しを含む。)中「平成 27年度から平成 29年度までjを「平

成 30年度から平成 32年度までJに改める。

的則第 15条第 1項中「平成 27年度から平成 29年度まで」を「平成 30年度

から平成 32年度までJに改め、同条第 2項中「平成 30年 3月 31日j を「平成

3 3年 3月 31日Jに改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 30年 4月 1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の秩父市税条例(次項において「新条例j という。)第

5 2条第 2項、第 3項、第 5項及び第 6項の規定は、平成 29年 1月 1日以後に

同条第 1項又は第 4項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞

金について適用する。
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(画定資産税に関する経過措置)

3 5jfJ段の定めがあるものを除き、新条例の規定中沼定資産税に関する部分は、平

成 30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成 29年度分までの国

定資産税については、なお従前の例による。

4 平成 28年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律(平成 30年法律第 3号)第 1条の規定による改正前の

地方税法{昭和 25年法律第 226号。以下 iI日法j としづ。)附則第 15条第

2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。

5 平成 28年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの間に新たに取得された旧

法附則第 15条第 32項に規定する特定再生可能エネルギ一発電設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。
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議案第 45号

専決処分について

秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22 

年法律第 67号)第 17 9条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり専決

処分したので、向条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長 久 喜邦 康
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専決処分書

秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 2

2年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

平成 30年 3丹 31日

秩父市長 久喜邦康
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秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例

秩父市都市計画税条例(平成 17年秩父市条例第 66号)の一部を次のように改

正する。

附則第 16項中「平成 27年度から平成 29年度までJを「平成 30年度から平

成 32年度までJに改め、問項を附員Ij第 17項とする。

F付則第 15項中「第 17項j の次に「、第 18項、第 20項Jを加え、同項を附

員リ第 16項とする。

附則第 14項中「附郎第 8項及び第 10項Jを「附則第 9項及び第 11項Jに、

「附財第 8項及び第 11項j を「附則第 9項及び第 12項Jに、 「附則第 9項、第

1 1項及び第 12項Jを「附則第 10項、第 12項及び第 13項j に、 「附則第 1

1項j を「附則第 12項j に改め、問項を附則第 15項とする。

鮒員リ第 13項の前の見出し及び同項中「平成 27年度から平成 29年度までJを

「平成 30年度から平成 32年度までj に改め、同項を附則第 14項とする。

鮒員リ第 12項中 f平成 27年度から平成 29年度までJを「平成 30年度から平

成 32年度までJに、 「附則第 8項Jを「附則第 9項j に改め、問項を附則第 13 

項とする。

附則第 11項中「平成 27年度から平成 29年度まで」を「平成 30年度から平

成 32年度までj に、 「鮒則第 8項j を「附則第 9項Jに改め、問項を附員Ij第 12 

項とする。

附則第 10項中「附則第 8項Jを「附則第 9項」に、 「平成 27年度から平成 2

9年度までJを「平成 30年度から平成 32年度までJに、 「にあってはJを「に

は」に改め、同項を附則第 11項とする。

附則第 9項中「平成 27年度から平成 29年度まで」を「平成 30年度から平成

3 2年度までJに、 「にあってはJを「にはJに改め、同項を附員Ij第 10項とする。

附員Ij第 8項の前の見出し及び問項中「平成 27年度から平成 29年度までjを「平

成 30年度から平成 32年度までJに改め、問項を附則第 9項とする。

附員Ij第 7項の次に次の 1項を加える。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告)

8 法附則第 15条の 11第 1項の改修実演芸術公演施設について、伺項の規定の

適用を受けようとする者は、問項に規定する利便性等向上改修工事が完了した白

から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成 18年国土交通省令第 110号)第
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1 0条第 2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関

する法律(平成 24年法律第 49号)第 2条第 2項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第 27号)第

2条第 5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定す

る個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第 15項

に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。) (個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成

1 8年政令第 379号)第 5条第 3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条

第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から 3月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、 3月以内に提出することができなかった理由

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成 30年4月 1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成 30年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、平成 29年度分までの都市計爾税について

は、なお従前の例による。
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議案第 46号

専決処分について

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和

2 2年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり

専決処分したので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長 久 宣口 邦康
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専決処分書

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭

和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。

平成 30年 3月 31日

秩父市長 久喜 邦康
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秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

秩父市国民健康保険税条例(平成 17年秩父市条例第 67号)の一部を次のよう

に改正する。

第 21条第 2号中 127万円」を 127万 5， 000円j に改め、同条第 3号中

1 4 9万円j を 15 0万円j に改める。

第 22条の 2第 2項中「申告書を提出する場合にはJを「申告書の提出に当たり j

に改め、 「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これらJを加える。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成 30年 4月 1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の秩父市国民健康保険税条例の規定は、平成 30年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成 29年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。
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議案第 47号

専決処分について

平成 29年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3回)については、地

方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決

処分書のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を

求める。

平成 30年 5月 18 B提出

秩父市長 久 喜邦 康
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専決処分書

平成 29年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3回)については、地

方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとお

り専決処分する。

平成 30年 3月 31 S 

秩父市長 久喜 邦康
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平成 29年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3回)

平成 29年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3回)は、次に定

めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23，713千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 762.484千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表 歳

入歳出予算補正j による。
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第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入 (qt位:千円)

款 王fi 補正j)[jの1ft! ネ111 正綴 il十

1後期高齢者医療保 559，895 23，713 583，608 

険料 1後期高齢者医療保 559，895 23，713 583，608 

険料

歳 入 l口~ 計 738，771 23，713 762，484 
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2 歳 出 (単位:千円)

j女 工I!j 補正前の額 ネ111 正額 11十

1後期高齢者医療広 736，687 23，713 760，400 

域連合納付金 1後期高齢者医療広 736，687 23，713 760，400 

域連合納付金

歳 出 」仁合l 計 738，771 23，713 762，484 
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平成 29年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 3回)

歳入歳出補正予算事項別明細
1 総括

(歳入)

J次 補正前の額 ネIII 正額

l 後期高齢者医療保険料 559，895 23.713 

歳 入合計 738，771 23，713 

21 

(単位:千円)

I汁

583，608 

762，484 



(政出)

耳三~j~ 補正ilなの額 補正額

後期高齢者医療広域連合納 736，687 23，713 760，400 

付金

絞出合計 738，771 23，713 762，484 
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(単位:千円)

補 E働 窓{ 。〉 財ー j原 内 訳

特 定 財ー 源、
一般財 j原

IE庫支出金 県支出金 地方 { 貢 その他

23，713 

23，713 
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2 収入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(工頁) 1 後期高齢者医療保険料

主jft~ rt~ E:3 補正前の額 補 正 額

後期高齢者医療保険料 559，895 23，713 583，608 

後期尚齢名医療保険料 559，895 23，713 583，608 

特別徴収保険料 3RR，OR5 11，480 399，56S 

2 普通徴収保険料 171，810 12‘233 184.043 

(後期高齢者医療特別会計)
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(単打l.:千円)

長有
説 明

s 分 立L>...五 額

l現年度分 11，480 現年度分 11，480 

i現年度分 11 ，009 現年度分 11 ，009 

2滞納繰越分 1.224 滞納繰走草分 1，224 
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3 lJ提出

Cfj~) 1 後期高齢者医療広域連合納付金
(攻) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

補正額の財源内訳

款項目 補正前の額 補正額 中寺 定 財 J原

[1J県支出金 地 方 債 その他

後WJI'，';j齢者 736，687 23，713 760，400 

医療広域連

合納付金

後期尚齢者 736，687 23，713 760，400 

医療広域連

合納付金

後期iTJj齢者 736，687 23，713 760，400 
医療広域J:li

合納付金

(後wr{~~
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(単位:千円)

節

一時受ft~- ?1京 l5Z 分 金 額
説 i珂

23，713 

2:1，713 

23，713 

19魚料金補助 23，713 。以後期fJ4齢ti医療広域迎合納付金 23，713 

;及び交付金 19負担金補助及び交付金 2:1，713 

県後期高齢斉医療広域連合納付金 23，713 
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余白
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議案第 48号

平成 30年度秩父市一般会計補正予算(第 1回)

平成 30年度秩父市一般会計補正予算(第 1回)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2，775千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28，382，775千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表

歳入歳出予算補正Jによる。

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長 久喜邦康
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第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入 (lii.位:千円)

J女 r_rI 補正11なの額 ネrH正額 j汁

15県支出金 1，704，040 2.775 1，706，815 

2県補助金 487，486 2.775 490，261 

歳 入 メ仁h1、 計 28，380，000 2，775 28，382，775 
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2 歳 出 (単位:千円)

J女 !fi 補正前の鍛 補正額 計

2総務費 3，373，899 1，421 3，375，320 

1総務管理費 2，755，458 1，421 2，756，879 

3民生費 10，422，437 2，775 10，425，212 

1社会福祉費 4，980，606 2，775 4，983，381 

7商工費 597，447 897 598，344 

1商工費 597，447 897 598，344 

10教育費 2，234，646 2，650 2，237，296 

5社会教育費 458，849 900 459，749 

6保健体育費 506，693 1， 750 508，443 

14予備費 105，395 ム4，968 100，427 

l予備費 105，395 ム4，968 100，427 

歳 出 l口h、 計 28，380，000 2，775 28，382，775 

31 



議案第 49号

平成 30年度秩父市立病院事業会計補正予算(第 1回)

第 1条 平成 30年度秩父市立病院事業会計の補正予算(第 1回)は、次に定める

ところによる。

第 2条 平成 30年度秩父市立病院事業会計予算第 3条に定めた収益的支出の予定

額を、次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額)

支

第 1款病 院 事 業 費 用 3，252，201千円

第 3項特別損失 200千円

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長

(補正予定額) ー下
一三円
H

出

564千円 3，252，765千円

564千円 764千円

久 喜邦 康
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議案第 50号

秩父市監査委員の選任について

秩父市監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。

住所(略)

氏 名 小檀市郎

生年月日 (略)

平成 30年 5月 18日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

秩父市監査委員荒船功は、平成 30年 4月 30日に任期が満了したので、後任を

議会の同意を得て選任したいため、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 19 

6条第 1項の規定により提出する。
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